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○ 

放
送
大
学
は
、
４
月
入
学
生
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

○ 

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、
約
３
０
０
の

幅
広
い
授
業
科
目
が
あ
り
、
１
科
目
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○ 

全
国
に
学
習
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
の
学
生
の

交
流
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

○ 

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

○ 

出
願
期
間
は
、
第
１
回
は
２
月
29
日
ま

で
、
第
２
回
は
３
月
17
日
ま
で
。

［
問
］
放
送
大
学 

鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９-

２
３
９-

３
８
１
１

放
送
大
学	

入
学
生
募
集

　

市
民
の
融
和
と
体
力
の
向
上
を
図
り
、

健
全
で
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

実
施
し
ま
す
。

　

交
通
安
全
対
策
と
し
て
車
で
の
応
援
・

伴
走
は
禁
止
し
て
お
り
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 

■
日
時
＝
12
月
１
日
（
日
）【
小
雨
決
行
】

　
　
　
　

午
前
10
時
ス
タ
ー
ト

■ 

場
所
＝
粟
ヶ
窪
小
学
校
前
～
知
覧
～
川

辺
文
化
会
館

■
区
間
＝
12
区
間　

１
９
・
８
㎞

［
担
当
］
川 

保
健
体
育
課 

市
民
体
育
係

　

頴
娃
農
業
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
、
生
産
農
家
の
方
を
対
象
に
キ
ャ
ベ
ツ

収
穫
機
の
実
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

併
せ
て
農
作
業
事
故
な
ど
の
安
全
講
習

会
も
実
施
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時
＝
12
月
24
日
（
火
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

■
場
所
＝
頴
娃
農
業
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー

［
担
当
］
頴 

農
政
課 

総
合
研
修
係

　
（
頴
娃
農
業
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー
内
）

催
　
し

第
11
回南

九
州
市
駅
伝
競
走
大
会

キ
ャ
ベ
ツ
収
穫
機
実
演
会

■
日
時
＝
令
和
２
年
５
月
17
日
（
日
）

■ 

種
目
＝
陸
上
競
技
、
水
泳
、
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
、
卓
球
、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、

ボ
ウ
リ
ン
グ

■ 

会
場
＝
白
波
ス
タ
ジ
ア
ム
、
鴨
池
公
園

水
泳
プ
ー
ル
、
鹿
児
島
ふ
れ
あ
い
ス

ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
、
ハ
ー
ト
ピ
ア
か
ご
し

ま
、
県
立
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
、

サ
ン
ラ
イ
ト
ゾ
ー
ン

■ 
参
加
資
格
＝
県
内
に
居
住
す
る
13
歳
以

上
の
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精

神
障
害
者
で
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
ま
た
は
そ
の
取
得
の
対
象
に
準
ず

る
障
害
の
あ
る
方
（
た
だ
し
医
師
の
診

断
で
出
場
可
能
と
認
め
ら
れ
た
方
）

※ 

障
害
種
別
や
部
位
な
ど
に
よ
り
参
加
で

き
る
種
目
が
異
な
り
ま
す
。

■
申
込
期
限
＝
12
月
16
日
（
月
）

［
申
・
問
］
川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

◎
幼
稚
園
の
名
称
お
よ
び
募
集
人
員

・
頴
娃
幼
稚
園
：

　

５
歳
児
お
よ
び
４
歳
児　

40
人

・
知
覧
幼
稚
園
：

令
和
２
年
度	

市
立
幼
稚
園	

園
児
募
集

　

５
歳
児
お
よ
び
４
歳
児　

60
人

◎
教
育
年
限

　

５
歳
児
：
１
年
、
４
歳
児
：
２
年

※ 

現
在
就
園
中
の
４
歳
児
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
就
園
を
希
望
す
る
場
合
の
出

願
手
続
き
は
不
要
で
す
。

◎
出
願
の
手
続
き

⑴ 

提
出
書
類
＝
入
園
願
書
、
支
給
認
定
申

請
書

⑵ 

募
集
期
間
＝
令
和
元
年
12
月
２
日（
月
）

～
令
和
２
年
１
月
31
日
（
金
）

⑶ 

提
出
先
＝
各
幼
稚
園
ま
た
は
南
九
州
市

教
育
委
員
会
事
務
局
（
教
育
総
務
課
）

◎
幼
稚
園
に
つ
い
て

⑴
保
育
時
間
＝
月
曜
日
～
金
曜
日

※
原
則
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
２
時

⑵
保
育
料
な
ど
＝

①
保
育
料
・
入
園
料
は
無
料

②
そ
の
他
給
食
費
、
教
材
費
な
ど
は
実
費

※
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
担
当
］
川 

教
育
総
務
課 

総
務
係

・
頴
娃
幼
稚
園

　

☎
０
９
９
３-

36-

１
１
７
９

・
知
覧
幼
稚
園

　

☎
０
９
９
３-

83-

４
３
６
１

第
1４
回
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大

会	

参
加
者
募
集
！

募
　
集

令和２年南九州市成人式
■日時＝令和２年 1 月３日（金）
　・受　　付　11 時 50 分～ 12 時 25 分
　・式典など　12 時 30 分～ 16 時（予定）
■会場＝知覧文化会館
■対象＝平成 11年４月２日～
　　　　平成 12 年４月１日生まれの方
※�成人式対象の方に案内ハガキを発送しました。
まだ案内ハガキが届いていない方や、転出など
で他市町村に住民登録されていて、南九州市
成人式に参加希望の方は、ご連絡ください。

［担当］川  社会教育課 社会教育係

優しい先生と
お友だちが
みんなを

待っています。
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障
害
者
週
間
は
、「
国
民
の
間
に
広
く

障
害
者
の
福
祉
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
障
害
者
が
社
会
、
経

済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動

に
積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ

と
」
を
目
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

障
害
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
人
格

と
個
性
を
尊
重
し
支
え
合
い
、
誰
も
が
安

心
し
て
地
域
で
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
共

生
社
会
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

［
問
］
川 

福
祉
課 

障
害
福
祉
係

　

国
際
連
合
は
、
１
９
４
８
年
に
世
界

人
権
宣
言
採
択
を
記
念
し
て
、
採
択
日

の
12
月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
（H

um
an 

Rights D
ay

）」
と
定
め
、
加
盟
国
に
対

し
、
人
権
活
動
推
進
の
取
り
組
み
を
要
請

し
て
い
ま
す
。

　

我
が
国
も
、
法
務
省
お
よ
び
全
国
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
が
、
同
宣
言
採
択
を
記

念
し
て
１
９
４
９
年
か
ら
「
人
権
デ
ー
」

を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を「
人
権
週
間
」

と
定
め
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
に

努
め
て
い
ま
す
。

第
７1
回	

人
権
週
間

　
12
月
４
日（
水
）～
10
日（
火
）

 

令
和
元
年
度
啓
発
重
点
目
標

　 「
み
ん
な
で
築
こ
う 

人
権
の
世
紀
」

　  

～
考
え
よ
う 

相
手
の
気
持
ち 

未
来
へ

つ
な
げ
よ
う 

違
い
を
認
め
合
う
心
～

　

人
権
に
は
、
女
性
の
人
権
、
子
ど
も
の

人
権
、
高
齢
者
の
人
権
、
障
害
の
あ
る
人

の
人
権
、
同
和
問
題
、
外
国
人
の
人
権
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵
害
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
「
思
い
や
り
の
心
・
か
け

が
え
の
な
い
命
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
度

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

［
問
］
鹿
児
島
地
方
法
務
局
知
覧
支
局

　

☎
０
９
９
３-

83-

２
２
０
８

　

平
成
18
年
に
「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝

鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処

に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
毎
年
こ

の
期
間
を
「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間
」
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

拉
致
問
題
を
始
め
と
す
る
北
朝
鮮
当
局

に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対
す
る
認
識
を

深
め
ま
し
ょ
う
。

［
問
］
鹿
児
島
地
方
法
務
局
知
覧
支
局

　

☎
０
９
９
３-

83-

２
２
０
８

12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
は

「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間
」
で
す

12
月
３
～
9
日
は

「
障
害
者
週
間
」
で
す

お
知
ら
せ

令和２年度保育所等入所児童 募集！！
募集受付期間　令和元年11月21日（木）〜12月20日（金）

　市内保育所および認定こども園（２号・３号）の令和２年度入所児童を募集します。入所条件は、南九州市に住民登録を
しており、児童の保護者（別居している場合は、児童の面倒を見ている人）が次のいずれかの事情で保育ができない場合です。
◎就労 (１カ月に64時間以上仕事をしていること)
◎保護者の出産前後、病気、負傷または心身に障がいを負っているなど
◎児童の家庭内に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、保護者が常時介護、看護にあたっている
◎震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
◎求職活動 (起業準備を含む)　　　◎就学 (職業訓練校など含む)
◎虐待やDVのおそれがある場合(配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められる場合)
◎育児休業取得時に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
◎その他、上記に類する状態として市長が認める場合
※ 申込書や手引きなどを市役所保育所担当窓口にて配布しています。
※市外の保育所および認定こども園（２号・３号）への入所を希望される方、現在入所中の児童についても申し込み、また

は現況届の手続きが必要です。
※認定こども園（１号）の入所については、認定こども園に直接申し込むこととなります。
※令和２年５月以降の入所希望などについては、ご相談ください。
【市内の保育所等一覧】

※「保育所等」とは、認可保育所および認定こども園(２号・３号) のことをいいます。
(1)  保育所･･･ 仕事や病気などのために家庭で保育ができない保護者に代わって０歳から小学校就学前までの児童を保育する

児童福祉施設
(2) 認定こども園･･･幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設

頴娃 保育所 頴娃保育園、粟ケ窪保育所、御領保育園、光栄保育園、ちどり保育園、青戸保育所
認定こども園 南九州勝縁こども園、大川こども園

知覧 保育所 大心寺二葉保育園、明光保育園、大徳寺保育園
認定こども園 ちらん平和こども園、ちらん中央こども園

川辺 保育所 緑が丘保育園
認定こども園 おののもりこども園、かつめこども園、川辺幼稚園、こばとこども園、こども園ほしのこ

［担当］�川 �福祉課�子育て支援係　頴 �・�知 �支所�福祉係
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い
つ
ま
で
も
元
気
で
生
き
生
き
と
過
ご

せ
、
食
べ
物
を
お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に

は
お
口
の
健
康
が
大
切
で
す
。

　

ぜ
ひ
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

■ 

場
所
＝
鹿
児
島
県
内
の
歯
科
医
療
機
関

（
予
約
し
て
か
ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
）

■
期
間
＝
令
和
２
年
１
月
31
日
ま
で

■
検
診
料
＝
無
料

※ 

５
月
末
に
圧
着
ハ
ガ
キ
で
受
診
券
を
送

付
し
て
い
ま
す
が
、
お
手
元
に
な
い
方

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合 

業
務
課 

保
健
事
業
担
当

　

☎
０
９
９-

２
０
６-

１
３
２
９

　

市
道
に
お
い
て
、
隣
接
す
る
個
人
宅
、

山
林
な
ど
か
ら
木
の
枝
や
竹
、
枯
れ
木
な

ど
が
張
り
出
し
、
通
行
に
支
障
を
き
た
し

て
い
る
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

枝
な
ど
が
原
因
で
車
両
や
歩
行
者
に
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
所
有
す
る
方
が

管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。（
民
法
７
１
７
条
・
道
路
法
43
条
）

　

事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
い
ま
一
度

所
有
地
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
道
路
に

張
り
出
し
て
い
る
木
の
枝
な
ど
が
あ
っ
た

際
に
は
、
適
切
な
管
理
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

道
路
に
張
り
出
し
た
木
や
竹
の

伐
採
を
お
願
い
し
ま
す

【
通
行
の
障
害
と
な
る
範
囲
に
つ
い
て
】

　

道
路
通
行
時
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
一
定
の
幅
、
一
定
の
高
さ
の
範
囲
内

に
通
行
の
障
害
と
な
る
も
の
を
設
け
て
は

な
ら
な
い
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
道
路
法
第
30
条
・
道
路
構
造
令
第
12
条
）

一
般
的
な
範
囲
は
図
の
と
お
り
で
す
。

※ 

緊
急
の
場
合
、
道
路
を
管
理
す
る
市
に

お
い
て
了
解
な
く
伐
採
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

［
担
当
］
知 

建
設
課 

維
持
係

　

令
和
２
・
３
年
度
に
市
が
発
注
す
る
建

設
工
事
や
測
量
・
設
計
・
物
品
の
納
入
な

ど
の
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
方

は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
申
請
書
類

を
提
出
し
、
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
け
付

け
は
、
次
の
要
領
で
行
い
ま
す
。

■ 

受
付
期
間
＝
令
和
元
年
12
月
２
日（
月
）

～
令
和
２
年
１
月
31
日
（
金
）（
平
日

の
み
）《
必
着
》

■ 

受
付
場
所
＝
財
政
課
契
約
管
理
係
（
郵

送
可
）

■ 

受
付
時
間
＝ 

午
前
８
時
30
分
～
正
午
／

午
後
１
時
～
５
時

■ 

登
録
業
種
＝

　
（
１
）
建
設
工
事

　
（
２
）
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

　
（
３
）
そ
の
他
・
物
品

■ 

有
効
期
間
＝
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令

和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
２
年
間

※ 

提
出
書
類
の
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

［
担
当
］
知 

財
政
課 

契
約
管
理
係

令
和
２・３
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
よ
る
農
作

物
へ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
電
気
柵
設
置

経
費
に
対
し
て
助
成
を
行
い
ま
す
。

■
要
件
＝

・ 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
農
地
を
耕
作
し

て
い
る
方
で
、
販
売
目
的
で
あ
る
こ
と

・ 

電
気
柵
を
設
置
す
る
農
地
が
お
お
む
ね

10
ア
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

・ 

電
気
柵
の
設
置
は
新
た
に
設
置
す
る
も

の
で
あ
り
、
購
入
後
の
申
請
は
不
可

・
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

■
補
助
対
象
経
費
＝
電
気
柵
資
材
費

■
補
助
率
＝
経
費
の
３
分
の
１
以
内

　
（
補
助
限
度
額
３
万
円
以
内
）

※ 

同
一
年
度
に
お
け
る
申
請
は
１
回
限
り

で
す
。

［
問
］
頴 

農
政
課 

生
産
流
通
指
導
係

　
　

 

知 

・ 

川 

支
所 

農
林
係

　

鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
で
は
、
前

年
度
に
75
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
ら
れ
た
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
を
対
象

に
、
口
腔
検
診
（
お
口
歯
ッ
ピ
ー
検
診
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

農
作
物
の
鳥
獣
被
害
防
止
の
た

め
の
電
気
柵
設
置
経
費
助
成

「
お
口
歯
ッ
ピ
ー
検
診
」

お
忘
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
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警戒レベル３または４が発令されたら避難をお願いします‼
　南九州市では、水害・土砂災害の情報を分かりやすく提供するため、「５段階の警戒レベル」を使って
地区ごとに防災情報を発令しています。
　洪水や土砂災害などの災害の危険度の高まりに応じて「警戒レベル」が上がっていきます。
　お住まいの地区に「警戒レベル３」（避難準備・高齢者等避難開始）や、「警戒レベル４」（避難勧告、
避難指示）が発令された場合は、地域の皆さんで声をかけあって、速やかに避難をしてください。

《市民の皆さまにお願い》
○避難の考え方について
　災害時、全市民を対象に「避
難指示」を発令する場合があり
ますが、「市が開設した避難所へ
必ず避難」という意味ではあり
ません。避難をする場合は、住
居の位置および構造に問題がな
ければ、住居に留まる「在宅避
難」、親族・友人の住居や地元の
公民館など、安全な場所への避
難、市が開設した指定避難所へ
の避難のいずれかの方法で避難
をしてください。

［担当］知  防災安全課
　　　　　　　交通防災係 ※内閣府（防災担当）・消防庁が作成したリーフレットより抜粋して掲載しています。

※警戒レベル１から５の順番で発令されるとは限りません。

　南九州市に住所登録されている方は、住民票の写し、印鑑登録証明書や所得課税証明書などを全国の
コンビニエンスストアなどのキオスク端末（マルチコピー機）から取得できるようになります。利用す
る場合は、マイナンバーカードとカード取得時に設定したパスワードが必要です。

①　住民票の写し
②　印鑑登録証明書
③　所得（課税）証明書
④　所得証明書
⑤　課税証明書
※�申告状況などにより、窓口
でしか発行できない場合が
あります。

コンビニで発行できる証明書

　　　午前 6時 30分～
　　　午後 １１ 時まで

市役所が閉庁している時間で
も証明書を取得することがで
きます。
（年末年始およびメンテナン
ス日は除く）

いつでも

ローソン、
ファミリーマート、
セブンイレブン　など
全国のコンビニエンスストア
で利用可能
（一部利用できない場合があ
ります。）

どこでも

　サービスを受けるためには、利用者証明用電子証
明書が搭載されているマイナンバーカードと４桁の
パスワードが必要です。
　マイナンバーカードの申請手続きについてのご相
談は市民生活課市民係へお問い合わせください。

マイナンバーカードが必要です！！

マイナンバーカード
通知カード

※通知カードは利用できません。

［担当］川 �市民生活課�市民係

証明書コンビニ交付を開始します。
令和２年１月６日（月）よりサービス開始
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　事業を行っている会社や個人の方で、毎年１月１日現在において償却資産を所有されている場合は、その資産
について１月末日までに申告していただくことになっています。これまでに申告されている方へは、12�月中に申
告書を郵送します。
　また、平成31年（令和元年）中に事業を始められた方や事業を廃止された方についても、申告が必要です。
■　償却資産とは　　
　土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産（漁業権などその他の無形減価償却資産を除く）で、
その減価償却費が、法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるものが対
象です。例えば、工場・店舗・事務所などの改装費や堆肥舎・ビニールハウスなどもこれらに含みます。（補助事
業などの場合は、補助金などを含んだ取得価格が対象となります。）
※種類（構築物・機械・装置・船舶・車両・運搬具・工具・器具・備品など）
■　課税対象にならないもの
①�耐用年数が１�年未満の資産
②�取得価格が10�万円未満の資産で法人税法などの規定により一時的に損金算入されたもの
③�取得価格が20�万円未満の資産で法人税法などの規定により一括して３年間で償却したもの
④��自動車税の課税客体である自動車ならびに軽自動車税の課税客体である原動機付およびトラクターなどナン
バーの付いている車両
⑤�家屋課税されている畜舎など
■　太陽光発電設備について
　事業の用に供している太陽光発電設備が課税の対象になります。
　個人が住宅用として屋根などに設置している出力10kw未満のものは、課税の対象とはなりません。

［担当］頴 �税務課�固定資産税係

固定資産税における償却資産の申告

個人住民税の特別徴収についてのお知らせ
従業員の給与から所得税を源泉徴収する給与支払者

（事業主）は、個人住民税についても給与から天引きして
市町村に納入しなければならないことが地方税法に定めら
れています。そのため、鹿児島県と南薩地域４市は、これま
で法令の要件に当てはまる多くの事業主を特別徴収する
者（特別徴収義務者）として指定しています。まだ指定され
ていない事業主についても、令和２年５月に指定しますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、担当係または南薩地域振興局県税課にお問い

合わせください。

①給与支払報告書
の提出

（1月31日まで）

③特別徴収税額
の通知

（5月31日まで）
④特別徴収税額
　通知書の配付
（5月31日まで）

⑤税額の徴収
（給与天引き）

（6月支給分から翌5月支給分まで）
⑥税額の納入
（翌月10日まで）

②
税
額
の
計
算

特別徴収（給与天引き）の方法による納税のしくみ

従
業
員

（
納
税
義
務
者
）

事
業
主

（
給
与
支
払
者
）

市
町
村

思ったより簡単な特別徴収
◎各月の給与から天引きする税額は、市から
通知されるので所得税のように税額を計算
する必要がない。また、年末調整の必要も
ない。
◎天引きした税額は、毎月、金融機関の窓口
で納付書を添えて払い込むだけ。毎月の払
い込みが面倒なときは、まとめて６月と12
月に払い込むこともできる。（従業員 10人
未満で手続きした事業主に限る）

従業員に喜ばれる特別徴収
◎毎月の給与から天引きされるので、時間の
余裕のない平日に金融機関へ行く必要がな
くなる。また、納め忘れの心配がなくなる。
◎これまで１年分を４回で納めていたが、12回
（月）の給与天引きとなるので、１回あた
りの負担額が減る。

［担当］頴 �税務課�市民税係
　　　　南薩地域振興局�県税課　☎0993-52-1317
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令和２年度所得税確定申告・年末調整用納付確認書の発行を始めます
　令和元年中に納付された国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、所得税確定申告や勤
務先の年末調整において社会保険料控除として申告できます。令和２年１月に、対象の方へ納付確認書を
発送しますが、本年中に納付確認書が必要な方は税務課市民税係または支所税務係へお越しください。

■対象者＝ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付書または口座振替で納付された
方（年金から天引きされている方の納付額は公的年金等源泉徴収票に記載されます。）

■必要なもの＝印鑑、本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
　　　　　　　（納付された方と別世帯の方が来庁される際は委任状が必要です。）
■発行窓口＝税務課市民税係・支所税務係

［担当］頴  税務課 市民税係

住民税非課税者・子育て世帯向け「プレミアム付商品券」の購入申請について

　消費税率引上げに伴い、住民税非課税の方と子育て世帯（３歳未満児）を対象に、プレミアム付商品
券を販売しています。住民税非課税の方へは、申請書が送付されていますので、購入を希望される場合
は早めの申請をお願いします。

対象者 商品券の申請 販売内容

令和元年度分市民税（均等割）
が非課税の方
（課税者に扶養されている方や
生活保護制度の被保護者となっ
ている方などは対象外）

申請に必要な案内をすでに送
付しています。
・�購入を希望される方は、申
請が必要ですので、12月
２日（月）までに申請して
ください。

●�販売単位は１口4,000円（5,000円の商品券）
とし、５口まで購入可能です。（※20,000円で
25,000円分の商品券を購入できます）

●�商品券の購入期限は令和２年３月16日（月）ま
でです。

●�商品券の利用は、南九州市内の取扱店で使用で
きます。使用期限は令和２年３月31日（火）まで。

●�商品券を利用できる事業所は、市HPにて公開し
ていますので、ご確認ください。

３歳未満児の子育て世帯主
（Ｈ28.4.2～Ｒ2.2.29までに生
まれた子）

9月までにお子さんが生まれ
た世帯にはすでに購入引換券
を送付しています。
10月以降にお子さんがお生
まれの世帯には随時、購入引
換券を送付します。

［担当］川 �福祉課�社会福祉係

　郵送されたプレミアム付商品券の「購入引換券」は、再発行できませんので、お手元に届きましたら
大切に保管をしてください。購入の際は、「購入引換券」「本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）」
「購入分の現金」をお持ちになり、市役所福祉課へお越しください。

12月の悩み相談室

　家庭や職場、子育てや介護、DVやセクハラ、ジェンダー、
LGBTQのことなど悩みを抱えている方、どんなことでもお気
軽にご相談ください。専門のカウンセラーが相談に応じ、秘
密は固く守られます。
■相談日時＝12月21日（土）午後１時～５時（１人50分程度）
■場所＝ちらん夢郷館
■完全予約制＝毎月１回開催されます。
　予約受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
　☎ 0993-83-2511（相談室予約専用内線 2222）
　　　　　　　　　　　[担当 ]�知 �企画課�まちづくり推進係

特設人権相談所

　特設人権相談所は家庭内（結婚、夫婦、親子、
離婚、相続）や隣近所のもめ事のほか、一般
民事事件、人権や法律問題などについて、人
権擁護委員が相談をお受けします。予約は不
要で、相談は無料。秘密は固く守られます。

［問］鹿児島地方法務局�知覧支局
　　☎ 0993-83-2208

■日時＝ 12月５日（木）
　　　　午前 10時～午後３時
■場所＝ひまわり館
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市
の
財
政
事
情
の
公
表

歳入、歳出決算の状況について
平成30年度の一般会計および各特別会計の決算額は、次のとおりです。平成29年度と比較し

て、一般会計の歳入は、ふるさと寄附金などの増により4億2,906万6千円の増額、歳出では頴娃
地区統合中学校整備事業などによ
り、4億9,226万2千円の増額となっ
ています。一方、特別会計は、国
民健康保険事業特別会計が、歳
入歳出ともに減額となっており、
介護保険事業特別会計は、保険
給付費などの増により、歳入歳出
ともに増額となっています。

このようなことから一般会計と
各特別会計の決算合計額は、前
年度に対し、歳入で6億3,727万3
千円の減、歳出で5億9,530万5千
円の減となりました。 

一般会計　決算収支の状況 
区　　　　　　　分 平成30年度

歳入総額� A 223億2,642万7千円
歳出総額� Ｂ 216億5,645万4千円
歳入歳出差引（A－B）� Ｃ 6億6,997万3千円
翌年度へ繰り越すべき財源� Ｄ 4,199万8千円
実質収支（C－D）� Ｅ 6億2,797万5千円
単年度収支� Ｆ ▲8,707万6千円
基金積立金� Ｇ 779万4千円
繰上償還金� Ｈ 0円
積立金取り崩し額� Ｉ 3億6,000万円
実質単年度収支（Ｆ＋Ｇ＋H－I�）�Ｊ ▲4億3,928万2千円

市税
37億4,848万3千円

16.8%

自主財源
72億3,122万円
32.5%

総務費
37億3,472万4千円

17.3%

民生費
73億3,053万3千円

33.9%

衛生費
10億2,259万4千円

4.7%

消防費
10億3,636万円

4.8%

農林水産業費
15億1,293万円

7.0%

土木費
12億9,777万8千円

6.0%

教育費
29億2,243万6千円

13.5%

公債費
23億4,295万9千円

10.8%

災害復旧費
5,566万8千円（0.3%）

分担金及び負担金　2億2,341万1千円（1.0%）
使用料及び手数料　4億2,320万8千円（2.0％）
財産収入　1億4,400万7千円（0.6%）
寄附金　13億1,574万8千円（5.9％）
繰入金　8億9,026万7千円（4.0%）
繰越金　3億7,316万9千円（1.7%）
諸収入　1億1,292万7千円（0.5％）

地方譲与税　3億2,238万1千円（1.4％）
利子割交付金　505万6千円（0.0％）
配当割交付金　559万9千円（0.0%）
株式等譲渡所得割交付金 655万3千円（0.0％）
地方消費税交付金　6億8,661万2千円（3.1%）
ゴルフ場利用税交付金　1,217万2千円（0.1％）
自動車取得税交付金　5,676万1千円（0.3%）
地方特例交付金　1,376万9千円（0.1％）

歳入決算総額
222億9,580万8千円

議会費
1億6,960万5千円（0.8%）

商工費
2億24万8千円
0.9%

依存財源　150億6,458万8千円
67.5%

地方交付税
77億2,248万4千円

34.6%

国庫支出金
26億5,289万6千円

11.9%

県支出金
18億8,037万4千円

8.4%

市債
16億9,339万3千円

7.6%

交通安全対策特別交付金
653万8千円（0.0％）

歳出決算総額
（性質別）

216億2,583万5千円

義務的経費
104億1,522万6千円

48.1%

投資的経費
27億4,270万7千円

12.7%

その他の経費
84億6,790万2千円

39.2%

人件費
36億1,506万6千円

16.7%

扶助費
44億5,720万1千円

20.6%

公債費
23億4,295万9千円

10.8%
普通建設事業費
26億8,703万9千円

12.4%

物件費
27億1,906万2千円

12.6%

災害復旧事業費
5,566万8千円（0.3%）

補助費等
21億2,373万円

9.8%

積立金
9億8,732万5千円

4.6%

投資及び出資金・貸付金
550万円（0.0％）

維持補修費
2億1,258万円
1.0%

繰出金
24億2,465万5千円

11.2%

歳出決算総額
（目的別）

216億2,583万5千円

～
平
成
30
年
度
決
算
の
概
要
～※ 下記のグラフは地方財政状況調査により、歳入・歳出総額から、3,061万9千円を減額した数値

で作成しています。
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特別会計　決算収支の状況        　　　

区　　　　　　　分 歳入決算額 歳出決算額 翌年度への
繰越財源 実質収支

国民健康保険事業特別会計 58億8,843万2千円 58億4,117万8千円 0円 4,725万4千円
後期高齢者医療特別会計 5億4,037万4千円 5億3,944万6千円 0円 92万8千円
介護保険事業特別会計 53億604万7千円 50億9,840万2千円 0円 2億764万5千円
農業集落排水事業特別会計 7,645万2千円 7,357万2千円 0円 288万円
公共下水道事業特別会計 1億4,568万2千円 1億3,095万9千円 0円 1,472万3千円

令和元年度上半期の財政状況（令和元年９月末現在）  　
区　　　　　　　分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

一般会計 236億782万9千円 103億1,252万円 43.7％ 85億5,548万7千円 36.2％
国民健康保険事業特別会計 57億2,227万円 23億9,191万9千円 41.8％ 21億8,857万3千円 38.2％
後期高齢者医療特別会計 5億5,153万5千円 1億6,329万2千円 29.6％ 1億5,547万5千円 28.2％
介護保険事業特別会計 53億2,895万8千円 25億3,777万円 47.6％ 21億1,839万5千円 39.8％
農業集落排水事業特別会計 7,020万円 4,243万2千円 60.4％ 2,965万6千円 42.2％
公共下水道事業特別会計 1億3,914万1千円 7,788万円 56.0％ 4,868万8千円 35.0％
※一般会計は、平成30年度からの繰越事業を含む。

　平成30年度南九州市決算における健全化判断比率および資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関
する法律第３条第１項および第22条第１項の規定に基づき公表します。
　今回公表する「健全化判断比率および資金不足比率」は、地方公共団体の財政が健全であるのか、資金不足がどれくら
いあるのかについて指標化し、基準値に対してどうなっているのかを法律に基づき公表するものです。
　市の財政については、下表のとおり赤字・資金不足はなく、その他の比率についても基準数値を大きく下回っており、こ
の法律上では健全な状態にあると判断されます。

（用語解説）
● 健全化判断比率…�次の４つの比率で構成され、地方公共団体の

財政の健全化を判断する指標です。
��・�実質赤字比率……�普通会計（本市では一般会計のみ）の赤字の

程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを
示すものです。

��・�連結実質赤字比率…�全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共
団体全体としての赤字の程度を指標化し、地
方公共団体全体としての財政運営の悪化の
度合いを示すものです。

��・�実質公債費比率…�借入金（地方債）の返済額およびこれに準じ
る額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を
示すものです。

��・�将来負担比率……�地方公共団体の一般会計などの借入金（地
方債）や将来支払っていく可能性のある負担
などの現時点での残高を指標化し、将来財政
を圧迫する可能性の度合いを示すものです。

● 早期健全化基準…�この基準を超えると、財政健全化計画の策
定、外部監査の実施が義務付けられ、財政の
健全化を図らなければなりません。

● 財政再生基準……�この基準を超えると、財政再生計画の策定、
外部監査の実施の義務付けのほかに地方債
の起債が制限されます。

● 資金不足比率……�公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模
である料金収入の規模と比較して指標化し、
経営状態の悪化の度合いを示すものです。

● 経営健全化基準…�上記の早期健全化基準に相当する基準で
す。

平成30年度　南九州市決算に基づく
健全化判断比率および資金不足比率の概要

２.  公営企業会計に係る資金不足比率 （単位：％）

区　分

法適用
企業 法非適用企業

水道事業
会計

農業集落
排水事業
特別会計

公共
下水道事業
特別会計

資金不足
比 率

－	
(－)

－	
(－)

－	
(－)

経営健全化
基 準 20.0 20.0 20.0

［下段（　）数値は前年度数値］�
※�資金不足額がないため、資金不足比率は算定されないことから
　�「－」を記載。

１.  健全化判断比率　　　　　　 （単位：％）

区　分 実質赤
字比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

健		全		化
判断比率

－
(－)

－
(－)

7.4
（7.3）	

10.9
（19.9）	

早 期 健 全 化
基 準 13.00 18.00 25.0 350.0

財 政 再 生
基 準 20.00 30.00 35.0

［下段（　）数値は前年度数値］�
※�実質赤字額および連結実質赤字額がないため、実質赤字比率
　�および連結実質赤字比率は算定されないことから「－」を記載。

［担当］知 �財政課�財政係
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５. 職員の服務の状況
　　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならないことになっています。
　 　そして職員には、法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争

議行為等の禁止、営利企業等の従事制限が課せられています。　※平成 30 年度違反者　０人

４. 職員の分限および懲戒処分の状況（平成 30年度）
（１）分限処分　０人 （２）懲戒処分　２人（停職０人・減給２人・戒告 0 人）

（３）育児休業および介護休暇取得状況（平成 30 年度中の新規取得者） （４）病気休暇取得状況（平成 30 年中の取得者）
　　◦育児休業　３人　　◦介護休暇　１人 　　◦取得者数　77 人

3. 職員の勤務時間その他の勤務条件などに関する状況
　職員の勤務時間その他の勤務条件は、国および他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように定めています。

（１）勤務時間の状況
1 週間の
勤務時間 開始時間 休憩時間 終了時間

38 時間 45 分 8：30 12：00 ～13：00 17:15

（２）年次有給休暇取得の状況（平成 30 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日）
総付日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数 取得率
12,321.0 3,442.8 317 10.9 27.9%

（注）市長部局の一般職に属する職員（中途採用退職者、育児休業取得者を除く）

８. その他
　◦勤務条件に関する措置の要求の状況
　　　⇒平成 30 年度要求件数　なし

　◦不利益処分に関する不服申し立ての状況
　　　⇒平成 30 年度要求件数　なし

６. 職員の研修および人事評価の状況
（１）職員の研修の状況（平成 30 年度）

区　　分 研修回数 参加者数
市の実施する研修 13 研修 1,569 人
鹿児島県市町村振興協会の実施する研修 14 研修 77 人
その他の機関が実施する研修 34 研修 56 人

（２）職員の人事評価の状況
　公務能率の増進や人材の育成などを目的とし、定期的に人事評価を行
い、その評価結果に応じた措置を講じることとされており、平成 30 年度
においては、下記のとおり実施しました。
評価の回数 評価の時期 評価の対象者数

2 回 4/1 ～ 9/30、10/1 ～翌年 3/31 405 人

（８）主な職員手当の状況
　①期末・勤勉手当（平成 30 年度支給割合）

期　別 期末手当 勤勉手当
６月期 1.225 月 0.900 月
12 月期 1.375 月 0.950 月

計 2.60 月 1.85 月
（注）職務上の段階、職務の級などによる加算措置あり。

②退職手当（平成 31 年３月 31 日現在）
勤続年数 自己都合 勧奨・定年

20 年 19.66950 月分 26.36550 月分
25 年 28.03950 月分 33.27075 月分
35 年 39.75750 月分 47.70900 月分

最高限度額 47.70900 月分 47.70900 月分

　③特殊勤務手当（平成 31 年３月 31 日現在）
手当の種類（手当数） 支給職員の多い手当

5 福祉手当・道路上作業手当・水道工務手当

④扶養手当（平成 31 年４月 1 日現在）
区　分 配偶者 子 父母等
支給額 6,500 円 10,000 円 6,500 円
区　分 特定期間の加算
支給額 5,000 円

　⑤住居手当（平成 31 年４月１日現在）
区　分 借家・間借り 持　家

支 給 額 月額 27,000 円以内 平成 26 年４月１日から廃止

⑥通勤手当（平成 31 年４月１日現在）
区　分 交通機関利用 交通用具利用
支給額 月額 55,000 円以内 月額 2,000 円から 18,700 円以内

（6）一般行政職級別職員数の状況（平成 31 年４月１日現在）
区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

標準的な職務内容 主事、技師 主任主事、主任技師 主査、係長 主任主査、係長、主幹 参事、係長 課　長 課　長
職員数（構成比）19 人（6.31％） 30 人（9.97％） 43 人（14.29％） 114 人（37.87％） 67 人（22.26％） 26 人（8.64％） 2 人（0.66％） 301 人

職 名 別 内 訳
主　事 主任主事 主　査 主任主査 参　事 課　長 課　長
18 人 28 人 43 人 109 人 67 人 26 人 2 人
技　師 主任技師 主　幹
1 人 2 人 5 人

職 制 上 の 段 階 係員級 係長級 課長補佐級 課長級 301 人職員数（構成比） 49 人（16.28％） 157 人（52.16％） 67 人（22.26％） 28 人（9.30％）
（注）この表は、南九州市職員の給与に関する条例に基づき、職員（一般行政職）を級別に区分したものです。

（９）特別職の報酬などの状況

区　分 給料・報酬月額
（平成 31 年４月１日現在）

期末手当
（平成 30 年度支給割合） 削減措置

市 長 828,000 円（736,900 円） ６月期　1.575 月分
12 月期　1.775 月分

計  　3.35 月分

▲ 11.0％
副 市 長 652,000 円（616,100 円） ▲ 5.5％
教 育 長 614,000 円（592,500 円） ▲ 3.5％
議 長 388,000 円 ６月期　1.500 月分

12 月期　1.700 月分
計  　3.20 月分

副 議 長 310,000 円
議 員 286,000 円

（注）市長、副市長、教育長の給料月額には、上記表右欄相当の削減措置が実施されています。

（７）国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数※）の状況
年　度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度

一般行政職 98.1 98.3 98.5 98.5 97.7

※ 一般行政職について、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給与月額を比較し、
国家公務員の給与を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

７. 職員の福祉および利益の保護の状況
（１）福利厚生制度に関する状況（平成 30 年度）

区　　分 受診者数 内　　容
職 員 健 康 診 断 182 人 心電図検査・血液検査他　　検査料　149 万 26 円

人 間 ド ッ ク 210 人 1 日・2 日・脳ドックについて市町村職員共済組合からの助成金を差し引
いた自己負担額の一部を助成（平成 30 年度　151 万 1,000 円助成）

結 核 検 診 198 人 間接撮影　検査料　20 万 1,564 円
ストレ ス チェック テ スト 419 人 検査料　20 万 3,634 円

（２）公務災害補償の状況（平成 30 年度）　　◦認定件数　１件
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1. 職員の任免および職員数に関する状況
（１）職員の任用状況

項　　目 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年
試験による採用者数 8 人 8 人 11 人
選考による採用者数 0 人 0 人 0 人

計 8 人 8 人 11 人
（注）県からの割愛職員は除いています。

（2）職員の退職者数
項　　目 平成 30 年度

定年・応募認定退職者数 24 人
普通退職者数 0 人
死亡退職者数 0 人

計 24 人
（注）県からの割愛職員は除いています。

（3）定員管理の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）
　①部門別職員数の状況と主な増減理由

区分
部門

職員数（人） 対前年
増減数（人） 主な増減理由平成 30 年 平成 31 年

一般
行
政
部
門

議 会 5 5 0
総 務 80 82 2 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員増
税 務 30 30 0
民 生 51 51 0
衛 生 22 23 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員増
労 働 0
農 林 水 産 63 58 ▲ 5 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員減
商 工 15 13 ▲ 2 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員減
土 木 42 39 ▲ 3 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員減
小 計 308 301 ▲ 7

特別行政 教 育 70 65 ▲ 5 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員減

公
営
企
業

な
ど
　
　

水 道 11 12 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員増
下 水 道 1 1 0
そ の 他 15 16 1 行政改革（事務事業や組織機構の見直し）による職員増
小 計 27 29 2

合 計 405 395 ▲ 10
（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、教育長、臨時または非常勤職員を除いています。

　②定員適正化計画の数値目標および進捗状況
　　ア . 定員適正化目標〔集中改革プラン〕　　　○計画期間 平成 29 年度中に見直しを行い第３次定員適正化計画を策定しました。
 　　　　　　　　　　 計画期間は平成 30 年度から令和９年度までの 10 年間とします。
 　　　○概　　要 計画期間初年度から 48 人を削減し、より簡素で効率的な行政運営を図ります。
　　イ . 年次別職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区分
部門

29 年度 30 年度 31(1) 年度 ２年度 ３年度 ４年度 ９年度 計計画前年 1 年目 ２年目 3 年目 4 年目 ５年目 最終

全部門

減 　 員 15 27 12 16 0 24
増 　 員 8 12 8 8 7 5
差 　 引 ▲ 7 ▲ 15 ▲ 4 ▲ 8 7 ▲ 19 ▲ 55職 員 数 412 405 390 386 378 385 357
フルタイム再任用職員等 0 0 5 5 10 0 13 43基 準 定 数 412 405 395 391 388 385 370

（注）職員数は年度当初の人数であり、市長、副市長、教育長は含みません。

南九州市職員 人事行政の運営などの状況

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）
区　分 １年未満 1 年以上 2 年未満 2 年以上 3 年未満 3 年以上 5 年未満 5 年以上 7 年未満 7 年以上 10 年未満

一般
行政職

大学卒 17 万 100 円 18 万 2,400 円 18 万 8,500 円 20 万 3,400 円 21 万 8,100 円 23 万 6,100 円
高校卒 14 万 8,600 円 16 万 9,400 円 18 万 8,900 円 21 万 6,500 円

10 年以上 15 年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満 25 年以上 30 年未満 30 年以上 35 年未満 35 年以上
大学卒 26 万 5,900 円 32 万 7,300 円 36 万 2,100 円 37 万 8,300 円 39 万 1,200 円 40 万 2,800 円
高校卒 23 万 6,500 円 27 万 7,200 円 33 万 7,500 円 36 万 6,800 円 37 万 5,000 円 39 万 4,100 円

（注）空欄は該当職員がいないため。

（2）職員給与費の状況（一般会計予算）

区　分 職員数（A） 給与費 一人当たり給与費 
（B/A）給　料 職員手当 期末 ･ 勤勉手当 計（B）

31 年度 405 人 15 億 8,785 万 5 千円 2 億 7,920 万 9 千円 6 億 5,047 万 8 千円 25 億 1,754 万 2 千円 621 万 6 千円
（注）　１　職員数、給与費は、再任用職員を含みます。
（注）　２　給与費は、平成31年度当初予算に計上された額です。
（注）　３　職員手当には、退職手当組合負担金を含みません。

２. 職員の給与の状況
（１）人件費の状況（一般会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A） （参考）29 年度人件費率
30 年度 35,065 人（H31.3.31 現在）216 億 5,645 万 4 千円 6 億 2,797 万 5 千円 34 億 8,407 万 2 千円 16.09% 16.82%

（注）　人件費には、特別職に支給される給料、報酬などや事業費支弁分を含みます。

（3）職員の平均給料月額および平均年齢状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）

区　分 一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

南九州市 33 万 3,547 円 44 歳 7 月 33 万 8,053 円 51 歳 0 月

（4）職員の初任給の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）
区　分 南九州市 国

一般
行政職

大学卒 18 万 700 円 18 万 700 円
高校卒 14 万 8,600 円 14 万 8,600 円
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知…知覧庁舎☎0993-83-2511　川…川辺庁舎☎0993-56-1111　頴…頴娃庁舎☎0993-36-1111

【川辺地域の投票所】

投票区名 投票の場所 投票区の区域

第16投票区
市民交流センター
ひまわり館

横手町、川原町、本町、中央一、中央二、諏訪下、天神坊、稲荷町、松元、
平山上、平山中、平山下、平山六丁、松崎、小野、今田下、今田上、山添、
中川原、迎川原、宮下、向江町、野間里、野間大久保、大田尾 

第17投票区 川辺地区公民館 新町、今村、田部田六丁、島、中通、佐々良上、佐々良下、柞木、越原、
永田西、古市、永田中福良

第18投票区 高田多目的研修館
本別府大久保、深野木、川原、柳、高田下、中の後、高田中福良、中の
前、藤の下、上の後、上の前、菊原、城の前、城の後、宮小路、宮中福良、
永田上

第19投票区 野崎公民館 島内、野崎中福良、松尾城、迎方、荒殿、桑水流

第20投票区 清水地区公民館 清水、古殿上、古殿下

第21投票区 田代地区公民館 楠原、木場田、田代、みどり園、南野元、仁之野

第22投票区 神殿地区公民館 瀬戸山、軸屋、神殿上、神殿中服良、神之下、下里

第23投票区 勝目地区公民館 大倉野、荒多、日吉、天神、諏訪、大山、原田、上村、下村、塩入、片平、
下之口、田畑、馬場、麓、上之口、牧之田、本門、有木 

第24投票区 大丸地区公民館 君野、山下、上山田中福良、田の頭、小河路、土喰、屋敷平、川原山、森山、
諸麦、庭月野、打木谷、田代、桐木平

注１　期日前投票所について　
　　　 南九州市役所頴娃、知覧および川辺庁舎に期日前投票所を開設しますのでご

活用ください。
　　　 開設日時は、12 月９日（月）から 12 月 14 日（土）までの午前８時 30 分

から午後８時までです。お住まいの住所地に関係なく、いずれの期日前投票
所でも投票が可能です。

注２　移動期日前投票所（車）について
　　　 小型バスで移動し、バスの車内を期日前投票所として利用する移動期日前投

票所を開設します。（※開設計画は、20 ページをご参照ください）

※　特に注意しておいていただきたいこと
１． 入場券が届いている場合は、裏面に印刷されている宣誓書欄に必要事項をご記

入のうえ、お持ちください。
　 　なお、受け付けでは宣誓書に生年月日を記入されている方にも本人確認のため、

誕生月日をお聞きします。
２． 投票日当日にお出かけなどの予定や、投票日当日の悪天候などに備えて、期日

前投票所を積極的にご利用ください。
３． 移動期日前投票所（車）の受け付けでは、二重投票を防ぐため、選挙管理委員

会へ一人ずつ電話で確認したうえで、受け付けから投票を終えるまで一人ずつ順
番に行います。

　 　小型バスの車内を利用するため、移動期日前投票車へお越しいただいても直ぐ
に受け付けが出来ずに、しばらくの間お待ちいただく場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

令和元年11月号　〚広報〛 18



南九州市長および南九州市議会議員選挙のお知らせ

■投票所は、選挙管理委員会から送付される「投票所入場券」に記載されています。
■ご自身の投票所入場券に記載されている投票所をご確認ください。
■�投票日当日は、ご自身の投票所入場券に記載されている投票所でしか投票できま
せん。
■投票所入場券 (ハガキ ) は、12月２日（月）頃に有権者宅へ発送いたします。

【頴娃地域の投票所】

投票区名 投票の場所 投票区の区域

第１投票区 郡地区公民館 長崎、鬼口、前原、浜村、下大久保、上大久保、平丹花、浦芝原、志戸、山下、
瀬谷、栫山、麓

第２投票区 宮脇地区公民館 三俣、高取、下門、中村、水之元、春向、山脇、下薗、伊瀬知、赤崎、
望洋の里

第３投票区 粟ヶ窪地区公民館 永谷、飯山、佃、粟ヶ窪、牧渕、一氏、谷場、熊ヶ谷、雪丸

第４投票区 御領地区公民館 木之元、坂上、下出、川原園、奥薗、上出、鶴田、山下、小長田、東馬渡、
西馬渡、矢越

第５投票区 別府地区公民館 吉崎、福留、石垣、鶴成、次下、東水成川、南組、岡村、蓮子、小原、松永、
えい秀峰園、榎山学園、慈生園、涼松 

第６投票区 大川公民館 東大川、南大川、北大川、西大川、摺木、耳原上、耳原下、ビハーラ

第７投票区 上別府地区公民館 上渕、只角、新牧、折尾、源川、加治佐、高吉、青戸上、青戸中、青戸下、
尾曲、飯伏、あすなろ福祉作業所、聖の郷 

【知覧地域の投票所】

投票区名 投票の場所 投票区の区域

第８投票区 知覧地区公民館 後岳下、桑代、小田代、上郡、城馬場、水垂、中郡北、中郡町、中郡南、厚地、
薩南工日新寮

第９投票区 知覧武道館 下郡北、下郡南、打出口、上之町、堤之原、山仁田、新町、楠元、打越、ウッ
ドタウン、平成、憩いの里、音野舎

第10投票区 霜出地区公民館 瀬世向、瀬世上、瀬世中、瀬世下、瀬世町、上別府、平久保、霜出、昭和、
川床、善通、立山、松久保、共親

第11投票区 松山地区公民館 東垂水、西垂水、松山、菊永、大隣、上木原、中木原

第12投票区 松ヶ浦地区公民館 仁田尾、中渡瀬、門之浦、松ヶ浦、竹迫、東塩屋、西塩屋、寿楽園 

第13投票区 浮辺地区公民館 加治佐、浮辺、飯野、塗木、白藤園

第14投票区 中福良地区公民館 二ツ谷、高星、牧永野、横井場、林川、中須、枦場、迫瀬戸山、樋与上、
中福良、和田、松村、横峯、南九州さくら病院

第15投票区 手蓑地区公民館 手蓑、池之河内、後岳北、後岳南、育成園

投票日 12 月 15 日（日）〈投票時間〉
午前７時～午後６時
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【移動期日前投票所の開設計画】
箇所 日程 開設時間 開設箇所
１

12 月９日
（月）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（頴娃）上出集会施設
２ ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（頴娃）谷場営農研修センター
３ ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（頴娃）栫山営農研修館
４

12 月 10 日
（火）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（知覧）横井場公民館
５ ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（頴娃）新牧公民館
６ ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（頴娃）雪丸公民館
７

12 月 11 日
（水）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（頴娃）耳原公民館
８ ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（頴娃）松永公民館
９ ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（頴娃）加治佐多目的集会施設
10

12 月 12 日
（木）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（知覧）厚地広報研修館
11 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（知覧）山下集落農事集会所
12 ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（頴娃）折尾みどり館
13

12 月 13 日
（金）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（知覧）上別府集落センター
14 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（知覧）松久保集落センター
15 ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（知覧）瀬世地区研修館

箇所 日程 開設時間 開設箇所
16

12 月９日
（月）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（知覧）東垂水集落センター
17 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（知覧）大隣集落センター
18 ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（知覧）西塩屋公民館
19

12 月 10 日
（火）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（川辺）宮中広報研修施設
20 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（川辺）永田研修館
21 ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（川辺）田部田研修館
22

12 月 11 日
（水）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（川辺）小野公民館
23 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（川辺）両添公民館
24 ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（川辺）古殿公民館
25

12 月 12 日
（木）

１ 9：00 ～ 11：00　　 　（川辺）野間大久保広報研修施設
26 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（川辺）東研修施設
27 ３ 15：00 ～ 17：00　　 　（川辺）総合地域施設下山田研修館
28 12 月 13 日

（金）
１ 9：00 ～ 11：00　　 　（川辺）大谷地区営農研修館

29 ２ 12：00 ～ 14：00　　 　（川辺）小河路農村公園

［問］ 知  選挙管理委員会事務局 選挙係

第
一
移
動
期
日
前
投
票
車

第
二
移
動
期
日
前
投
票
車
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入院することも！
　　　脚立・はしごからの転落に注意

【お問い合わせ】　南九州市消費生活センター（知 �商工観光課内）

ひとことアドバイス

洗面所の電球を交換しようと脚立に上った際
に転落した。右足を骨折し、手術をすること
になった。� （70�歳代男性）

庭の柿を採ろうとして、はしごに上がったと
ころバランスを崩し、5�段目あたりから転落
した。その後も痛みが続くので、近くの医
院を受診すると、骨盤や大たい骨を骨折して
おり、大きな病院で入院することになった。
� （80歳代女性）

見守り新
鮮情報

●�脚立やはしごから転落や転倒して骨折してしまうと、それをきっ
かけに寝たきりになることもあります。また頭部などに重篤なけ
がを負い、後遺症が生じることもあるので注意が必要です。
●�まだ大丈夫とは思わず、高所での作業は事業者などに依頼する
ことも検討しましょう。加齢に伴い、誰でも身体・認知の機能が
衰えてきます。無理をしないことが大切です。
●�作業は一人きりでは行わず、用具も安定性の高いものを選び、
使い方について今一度確認しましょう。

事例１

事例２

2020年農林業センサス（統計調査）にご協力ください
　令和２年２月１日現在で、全国一斉に “ 農林業の国勢調査 ”
といわれる「2020 年農林業センサス」が実施されます。
　この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５年ごと
に実施される極めて大切な調査です。
　令和元年 12 月中旬から農林業を営んでいる皆さま、および農
地を所有されている皆さまのところに調査員が訪問して、農林
業の経営状況などについての聞き取りや調査票への記入をお願
いします。調査票に記入された事項については、統計以外の目
的には使用されませんので、ご協力をお願いします。

［担当］知  企画課 広報統計係

○	気持ちのよいあいさつと返事をしよう！　○	地域の行事に参加しよう！　○	家の手伝いや読書をしよう！

「地域の声かけで育む心豊かな青少年」
南九州市青少年健全育成キャッチフレーズ

子ども会フェスティバル
～ニュースポーツ「カローリング」を楽しむ子どもたち～

「青少年育成の日」
毎月第3土曜日

「家庭の日」
毎月第3日曜日

「共通実践事項」

★ 青少年が目標に向かって日々を有意義
に過ごすことができるよう支援しま
しょう。

★ 家族のふれあう時間をつくり、明るく・
楽しい家庭を築きましょう。

地域全体で子どもたちを温かく見守り，支えてあげましょう。

令和２年度会計年度任用職員 （嘱託職員や臨時職員として任用してきた職種） を募集します。

■任用期間＝令和２年４月１日（水）～令和３年３月31日（水）※一部、期間が短いものがあります。
■試験方法＝面接試験、書類審査
■試験日＝12 月～１月
■申し込み方法＝総務課総務人事係や各庁舎の市民係もしくは市民生活係に備え付けた申請書、または市ホーム

ページに掲載の申込書に必要事項を記入の上、12 月10日（火）【必着】までに担当係へ持参または郵送してく
ださい。

　資格が必要な職種は、資格証の写しも併せて提出してください。
　令和３年度以降も、引き続き任用することがあります。
　詳しくは、市ホームページか備え付けの書類をご確認ください。 ［担当］知  総務課 総務人事係


